
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
二
日 

第
一
八
六
回
国
会 

参
議
院
環
境
委
員
会 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
は
、
高
度
な
捕
獲
技
術
に
基
づ
く
効
果
的
な
捕
獲
や
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
地
域
密
着
型
の
捕
獲
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
事
業
者
の
認
定
要
件
に
つ
い
て
は
、
鳥
獣
の
種
類
や
状
況
に
応
じ
た
鳥
獣
管
理
に
関
す
る
知
見
、
安
全
管
理
体
制
、

捕
獲
に
携
わ
る
者
に
対
す
る
安
全
や
捕
獲
技
術
に
関
す
る
研
修
の
実
施
体
制
等
が
総
合
的
に
勘
案
さ
れ
た
適
切
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
。 

ま
た
、
同
事
業
者
が
将
来
的
に
広
域
的
な
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二
、
科
学
的
・
計
画
的
な
鳥
獣
管
理
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
鳥
獣
管
理
に
関
す
る
専
門
的
知
見
を
有
す
る
者
が
都
道
府
県
の
鳥
獣
行

政
担
当
職
員
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
専
門
的
知
見
を
有
す
る
者
が
都
道
府
県
の
鳥
獣
行
政
担
当
職
員
に
適
切
に
配

置
さ
れ
る
よ
う
財
政
支
援
の
検
討
及
び
技
術
的
助
言
を
行
う
こ
と
。 

ま
た
、
都
道
府
県
に
お
け
る
当
該
職
員
の
配
置
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
、
毎
年
公
表
を
行
う
こ
と
。 

 

三
、
捕
獲
体
制
の
新
た
な
担
い
手
で
あ
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
が
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
的
・
計
画
的
な
捕
獲
を
よ
り
適

正
か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
と
い
う
制
度
の
目
的
に
鑑
み
、
積
極
的
に
こ
れ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
従
来
そ
の
地
域
で
活
動
し
て
き

た
狩
猟
者
団
体
と
の
軋
轢
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
両
者
間
の
調
整
が
適
切
に
な
さ
れ
、
両
者
が
連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
体

制
を
構
築
す
る
よ
う
都
道
府
県
に
助
言
す
る
こ
と
。 

 

参考資料５ 



四
、
夜
間
の
銃
に
よ
る
捕
獲
は
、
適
切
な
方
法
で
実
施
し
な
け
れ
ば
危
険
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
か
ら
、
効
果
的
な
捕
獲
方
法
の
確
立
を
図
る
と

と
も
に
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
都
道
府
県
警
察
と
十
分
な
調
整
が
図
ら
れ
る
よ
う
都
道
府
県
に
助
言
を
行
う
な
ど
、
安
全
対
策
に
つ
い
て

万
全
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

五
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
捕
獲
等
鳥
獣
の
放
置
に
つ
い
て
は
、
他
の
野
生
生
物
へ
の
影
響
を
始
め
と
す
る

生
態
系
へ
の
影
響
や
、
同
事
業
が
鳥
獣
の
尊
い
命
を
奪
う
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
科
学
的
・
計
画
的
な
鳥
獣
管
理
に
捕
獲
個
体
か
ら

得
ら
れ
る
生
物
学
的
情
報
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
も
十
分
配
意
し
て
、
環
境
省
令
を
定
め
る
こ
と
。 

 

六
、
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
生
息
す
る
第
一
種
特
定
鳥
獣
の
保
護
及
び
第
二
種
特
定
鳥
獣
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
関
係
都
道
府
県
間
の
協
議

を
一
層
促
し
つ
つ
、
国
が
主
導
し
て
よ
り
効
果
的
な
広
域
対
応
を
行
う
た
め
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

七
、
科
学
的
・
計
画
的
な
鳥
獣
管
理
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
鳥
獣
の
生
息
数
の
調
査
手
法
に
関
す
る
研
究
開
発
を
進
め
、
当
該

手
法
の
全
国
的
な
統
一
を
図
る
な
ど
に
よ
り
、
都
道
府
県
等
に
よ
る
正
確
な
生
息
数
の
推
定
等
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
。 

 

八
、
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
自
然
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
、
鳥
獣
の
生
息
地
で
あ
る
森
林
や
里
山
等
の
整
備
・
保
全

を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
関
係
行
政
機
関
や
土
地
所
有
者
等
と
調
整
を
図
り
つ
つ
、
生
息
環
境
管
理
に
取
り
組
む
こ

と
。 

 

九
、
防
護
柵
の
設
置
や
放
置
さ
れ
た
農
作
物
等
の
除
去
等
に
よ
る
被
害
防
除
は
、
被
害
の
未
然
防
止
の
み
な
ら
ず
、
鳥
獣
の
生
息
数
の
抑
制
に
も

資
す
る
こ
と
か
ら
、
当
該
対
策
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
や
市
町
村
に
対
し
助
言
を
行
う
こ
と
。 

 



十
、
鳥
獣
の
捕
獲
か
ら
捕
獲
個
体
の
処
理
ま
で
の
一
連
の
作
業
に
つ
い
て
捕
獲
者
が
多
大
な
労
力
と
費
用
を
負
担
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
そ
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
鳥
獣
の
管
理
に
資
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
対
し
、
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
。 

 

十
一
、
新
設
さ
れ
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
が
科
学
的
・
計
画
的
に
広
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
関
す
る
実
施

計
画
を
作
成
し
た
都
道
府
県
に
対
し
、
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
都
道
府
県
又
は
国
の
機
関
が
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
を
委
託
す
る
に
際
し
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
等
に
よ
る
科
学

的
・
計
画
的
捕
獲
が
効
率
的
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
委
託
条
件
を
定
め
る
と
と
も
に
、
実
施
さ
れ
た
事
業
の
監
査
・
評
価
を
十
分
に
行
う

よ
う
指
導
す
る
こ
と
。 

 

十
二
、
希
少
鳥
獣
に
つ
い
て
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
計
画
制
度
を
積
極
的
に
運
用
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
息
数
の
著
し
い
増
加
や
生
息
地
の
範
囲

の
拡
大
に
伴
い
、
当
該
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
実
施
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
個
体
群
の
長
期
的
存
続
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ

う
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。 

 

十
三
、
特
定
希
少
鳥
獣
管
理
計
画
を
定
め
る
場
合
は
、
当
該
特
定
希
少
鳥
獣
の
生
息
地
の
範
囲
に
お
い
て
農
林
水
産
業
を
営
む
者
が
、
同
鳥
獣
の

保
護
に
関
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
四
、
捕
獲
さ
れ
た
鳥
獣
を
可
能
な
限
り
食
肉
等
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
国
に
お
い
て
最
新
の
知
見
に
基
づ
く
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
と

と
も
に
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
作
成
を
支
援
す
る
な
ど
衛
生
管
理
の
徹
底
等
に
よ
る
安
全
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
販
売
経
路
の
確
立
、
適
正
な
消
費
拡
大
へ
の
支
援
等
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
地
域
の

新
た
な
産
業
と
し
て
普
及
の
拡
大
を
図
る
こ
と
。 

 



十
五
、
囲
い
わ
な
を
始
め
と
す
る
わ
な
の
う
ち
、
安
全
性
の
向
上
及
び
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
進
ん
で
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

活
用
し
た
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
効
率
的
な
捕
獲
手
法
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
普
及
に
努
め
る
こ
と
。 

ま
た
、
錯
誤
捕
獲
の
発
生
や
人
へ
の
危
険
防
止
の
観
点
か
ら
、
平
成
十
九
年
一
月
の
規
則
改
正
に
よ
り
、
狩
猟
に
お
け
る
と
ら
ば
さ
み
の
使

用
禁
止
及
び
く
く
り
わ
な
の
規
制
強
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
と
ら
ば
さ
み
及
び
く
く
り
わ
な
の
一
層
の
制
限
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
。 

 

十
六
、
本
法
第
八
十
条
に
よ
っ
て
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
海
棲
哺
乳
類
に
つ
い
て
は
、
生
息
状
況
に
関
す
る
最
新
の
情
報
に
基
づ
く
保
護
及
び

管
理
が
図
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
連
携
に
よ
り
、
速
や
か
に
生
息
情
報
の
収
集
を
図
り
つ
つ
、
本
法
除
外

対
象
種
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

十
七
、
本
法
に
よ
り
、
鳥
獣
の
捕
殺
を
伴
う
積
極
的
な
管
理
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
鳥
獣
管
理
の
必
要
性
や
科
学
的
根
拠
を

国
民
に
丁
寧
に
説
明
し
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


